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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年2月21日(2008.2.21)

【公開番号】特開2002-207185(P2002-207185A)
【公開日】平成14年7月26日(2002.7.26)
【出願番号】特願2001-1632(P2001-1632)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  26/10     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  26/12     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  17/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  17/08     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/44     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/113    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  26/10    　　　Ｅ
   Ｇ０２Ｂ  26/10    １０３　
   Ｇ０２Ｂ  13/00    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  17/00    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ  17/08    　　　Ａ
   Ｂ４１Ｊ   3/00    　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ   1/04    １０４Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月21日(2007.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】
　光源手段と、前記光源手段から射出した光束を偏向する偏向手段と、前記偏向手段の偏
向面にて偏向された光束を被走査面に結像させる結像光学系と、を有する光走査装置にお
いて、
　前記結像光学系は、主走査方向にパワーを有する第１の光学素子と、副走査方向のパワ
ーが主走査方向のパワーよりも大きい第２の光学素子からなり、
　前記結像光学系の副走査方向のパワーをＦｖ、前記第２の光学素子の副走査方向のパワ
ーをＦｖ２としたとき
　　　Ｆｖ２／Ｆｖ≧０．８
なる条件を満足し、
　前記第２の光学素子は、射出面の副走査方向のパワーが入射面の副走査方向のパワーよ
りも大きく、
　前記第２の光学素子の主走査断面内における形状は少なくとも１面が非球面形状であり
、
前記第２の光学素子の副走査方向の入射面及び射出面の両面のパワーは、前記第２の光学
素子の有効部内において軸上から軸外に向かい連続的に変化していることを特徴とする光
走査装置。
　　【請求項２】
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　前記第２の光学素子の射出面の副走査方向のパワーは、正のパワーであり、かつ、前記
第２の光学素子の射出面の主走査断面内における形状は平面であることを特徴とする請求
項１に記載の光走査装置。
　　【請求項３】
　前記被走査面に入射する光束の副走査方向のＦナンバーの最大値をＦｍａｘ、最小値を
Ｆｍｉｎとしたとき、
　　　Ｆｍｉｎ／Ｆｍａｘ≧０．９
なる条件を満足することを特徴とする請求項１又は２に記載の光走査装置。
　　【請求項４】
　前記結像光学系の副走査方向の結像倍率をβとしたとき、
　　　β＜１
なる条件を満足することを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の光走査装置。
　　【請求項５】
　前記光源手段は、マルチビームレーザーであることを特徴とする請求項１乃至４の何れ
か一項に記載の光走査装置。
　　【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか一項に記載の光走査装置と、前記光走査装置の被走査面に配置
された感光体と、前記感光体の上を光束が走査することによって形成された静電潜像をト
ナー像として現像する現像手段と、前記現像されたトナー像を用紙に転写する転写手段と
、転写されたトナー像を用紙に定着させる定着手段とを有していることを特徴とする画像
形成装置。
　　【請求項７】
　請求項１乃至５の何れか一項に記載の光走査装置と、外部機器から入力したコードデー
タを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめるプリンタコントローラとを有して
いることを特徴とする画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【００１３】
　　【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明の光走査装置は、光源手段と、前記光源手段から射出した光束を偏向す
る偏向手段と、前記偏向手段の偏向面にて偏向された光束を被走査面に結像させる結像光
学系と、を有する光走査装置において、
　前記結像光学系は、主走査方向にパワーを有する第１の光学素子と、副走査方向のパワ
ーが主走査方向のパワーよりも大きい第２の光学素子からなり、
前記結像光学系の副走査方向のパワーをＦｖ、前記第２の光学素子の副走査方向のパワー
をＦｖ２としたとき
　　　Ｆｖ２／Ｆｖ≧０．８
なる条件を満足し、
　前記第２の光学素子は、射出面の副走査方向のパワーが入射面の副走査方向のパワーよ
りも大きく、
　前記第２の光学素子の主走査断面内における形状は少なくとも１面が非球面形状であり
、
　前記第２の光学素子の副走査方向の入射面及び射出面の両面のパワーは、前記第２の光
学素子の有効部内において軸上から軸外に向かい連続的に変化していることを特徴として
いる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書



(3) JP 2002-207185 A5 2008.2.21

【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項２の発明は請求項１の発明において、前記第２の光学素子の射出面の副走査方向
のパワーは、正のパワーであり、かつ、前記第２の光学素子の射出面の主走査断面内にお
ける形状は平面であることを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項３の発明は請求項１又は２の発明において、前記被走査面に入射する光束の副走
査方向のＦナンバーの最大値をＦｍａｘ、最小値をＦｍｉｎとしたとき、
　　　Ｆｍｉｎ／Ｆｍａｘ≧０．９
なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項４の発明は請求項１乃至３のいずれか１項の発明において、前記結像光学系の副
走査方向の結像倍率をβとしたとき、
　　　β＜１
なる条件を満足することを特徴としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項５の発明は請求項１乃至４のいずれか１項の発明において、前記光源手段は、マ
ルチビームレーザーであることを特徴としている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　請求項６の発明の画像形成装置は、請求項１乃至５の何れか一項に記載の光走査装置と
、前記光走査装置の被走査面に配置された感光体と、前記感光体の上を光束が走査するこ
とによって形成された静電潜像をトナー像として現像する現像手段と、前記現像されたト
ナー像を用紙に転写する転写手段と、転写されたトナー像を用紙に定着させる定着手段と
を有していることを特徴としている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１９】
　請求項７の発明の画像形成装置は、請求項１乃至５の何れか一項に記載の光走査装置と
、外部機器から入力したコードデータを画像信号に変換して前記光走査装置に入力せしめ
るプリンタコントローラとを有していることを特徴としている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　また第２の光学素子７の副走査方向に強い正のパワーを有する面は被走査面側に近い側
（即ち射出面）に配置されることが望ましい。これは副走査方向に強い正のパワーにより
屈折された光束が被走査面までの距離が近ければ曲がりに対する敏感度が低くなるためで
ある。尚、副走査方向に強い正のパワーは１つの光学素子の１面に集中しており、かつそ
の面が被走査面の近い側にあるので、この光学系は縮小光学系となる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　本実施形態では上記の各条件を満足させる為に結像光学系１１を主走査方向にのみパワ
ーを有するシリンドリカルミラー６と副走査方向に主にパワーを有する長尺トーリックレ
ンズ７より構成し、該長尺トーリックレンズ７の主走査断面内における形状を少なくとも
１面が非球面形状より形成し、該長尺トーリックレンズ７の副走査方向の両面（入射面と
射出面）のパワーを有効部内において軸上から軸外に向かい連続的に変化させることによ
り、光学素子の配置誤差により発生する走査線湾曲を微小に抑えている。
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